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住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
関

す
る

事
務

に
お

け
る

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

書
（

全
項

目
評

価
書

）
に

つ
い

て
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５
年
1
2
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1
日
(月

)

静
岡

県
経

営
管

理
部

第
19
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確
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情
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保
護
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会

資
料
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告

事
項
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○
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
対
象

は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
取
り
扱
う
事
務
。

○
た
だ
し
、
職
員
の
人
事
、
給
与
等
に
関
す
る
事
項

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記

録
し
た
特
定
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル

の
み
を
取
り
扱
う
事
務
、
手
作
業
処

理
用
フ
ァ
イ
ル
（
紙
フ
ァ
イ
ル

な
ど
）
の
み
を
取
り
扱
う
事
務
、
対

象
人
数
の
総
数
が

1
,0
0
0人

未
満
の

事
務
等
に
つ
い
て
は
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
実
施

が
義
務
付
け
ら
れ

な
い
。

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

の
概

要

　
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
(マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情
報
)を

保
有
す
る
行
政
機
関
が
、
評
価
書
に
示
さ
れ

た
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
な
ど
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
行
う
か
を
宣
言
す
る
も
の
。

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

と
は

①
国
の
行
政
機
関
の

長
、
②

地
方

公
共

団
体
の

長
そ
の

他
の

機
関
、
③
独
立
行
政
法
人
等
、
④

地
方
独
立
行

政
法
人
、
⑤
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
、
⑥
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
用
し
た
情
報
連
携
を
行
う

事
業
者

（健
康
保

険
組
合
等

）

上
記
の
う
ち
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
保
有
す
る
者
は
、
特
定
個
人
情
報
保

護
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
が
原

則
義
務
付
け
ら
れ
る
。

評
価

の
実

施
主

体

評
価

の
対

象
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特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

の
再

実
施

　
令
和
元
年
の
法

改
正
に
伴
い
、
住
基
ネ
ッ
ト
に
係
る
特
定

個
人
情
報
保
護
評
価
書
に
附
票
本
人
確
認
情

報
に
関
す
る
内
容
を
追
加
す
る
た
め
、
追
加
内
容
を
含
め
た
評
価
の
再
実
施
が
必
要
と
な
る
。

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

の
再

実
施

の
必

要
性

評
価
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
及
び
第
三
者
点
検
を
踏
ま
え
て
評
価

を
再
実
施
し
、
個
人
情
報
保
護

委
員
会
に
提

出
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

評
価

の
再

実
施

に
求

め
ら
れ

る
手

続

時
　
期

内
　
容

令
和

５
年

９
月

22
日

個
人

情
報

保
護

審
査

会
に
よ
る
第

三
者

点
検

(第
１
回

目
)

令
和

５
年

10
月

18
日

～
令

和
５
年

11
月

17
日

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

実
施

令
和

５
年

11
月

29
日

個
人

情
報

保
護

審
査

会
に
よ
る
第

三
者

点
検

(第
２
回

目
)

令
和

５
年

12
月

末
(予

定
)

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

書
の

公
表

公
表

ま
で
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

3



( )

( )

4


